
1. 勤 労 者 の 1世 帯 あ た り 収 入 と 支 出

2. 勤 労 者 の 1世 帯 あ た り 貯 蓄 と 負 債

3. 所 得 規 模 の 構 成 比

68

1．勤労者の1世帯あたり収入と支出

1969年9月から11月まで3か月間の1か月平均勤労者世帯1世帯あた

り収入は10万2300円、そのうち実収入は8万3000円である。

勤め先収入は各階層とも収入の過半数をしめ、4万円未満の階層で収入

総額の70.5％、4～8万円の階層で76.7％、8～16万円の階層で67.3％となっ

ている。勤め先収入にしめる世帯主収入の割合は、4万円未満の階層で最も

大きく94.4％、4～8万円の階層で94.3％、8～16万円の階層で86.1％、16万

円以上の階層で79.9％となっている。

勤め先収入を都道府県別にみると、とくに16万円以上の階層に地域差が

いちじるしい。

1969年9月から11月までの3か月間の1か月平均勤労者世帯1世帯あ

たり支出は10万1700円、そのうち実支出は7万7800円、消費支出は7万

100円である。

消費支出は各階層とも支出の過半数をしめ、4万円未満の階層で69.5％、

4～8万円の階層で58.3％、8～16万円の階層で51.5％、16万円以上の階層

で38.1％となっている。

16万円以上の階層をのぞく各階層の消費支出の割合は、東京、千葉、神

奈川、大阪、奈良、和歌山などの都道府県で高い。

勤労者世帯の1世帯あたり実収入と消費支出は1964年から1969年まで

に56.9％増加しているが、この間の消費者物価上昇を考慮すると、実質で

は21.5％の増加となっている。

〔凡例と作図の要点〕

1969年9月から11月までの1か月平均勤労者世帯1世帯あたり収入と

支出を月間実収入によって4つの階層に分けて表示した。

勤労者世帯とは、世帯主が会社、商店、学校、官公庁などに雇用されて

いる世帯である。

〔資料〕

1.総理府統計局,昭和44年全国消費実態調査報告

2.労働省，第27回労働統計年報,1974

2.勤労者の1世帯あたり貯蓄と負債

1969年11月末現在の勤労者世帯の1世帯あたり貯蓄現在高は105.1万

円で、年間収入の88.7％にあたる。その貯蓄先をみると郵便局・銀行など

の預貯金が49.6万円(47.2％)、生命保険が22.9万円(21.8％)、貸付信託・

債券が10.8万円 (10.3％)、株式・投資信託が14万円 (13.3％)、その他が

7.9万円 (7.5％)となっている。

年間収入にたいする貯蓄の割合は高収入の階層ほど高い。

1969年11月末現在の勤労者世帯の1世帯あたり負債現在高は19.8万円

で、年収の16.7％にあたる。勤労者世帯の42.6％が負債をもっており、負

債をもつ世帯だけでみれば1世帯あたり負債額は46.5万円で、そのうち

38.7万円が住宅・土地購入、7.8万円がその他の目的のためとなっている。

負債を融資機関別にみると、金融機関等44.2％、金融機関外等55.8％で、

このうち最も多いのが社内貸付等38.3％である。

年収にしめる負債の割合は高収入の階層ほど高い。

〔凡例と作図の要点〕

1969年11月末現在の勤労者世帯1世帯あたり貯蓄額と負債額を、年間

収入によって4つの階層に分けて表示した。

勤労者1世帯あたり収入と支出の割合 (1974)

月間実収入 4万円未満の階層

月間収入 41,600円

月間実収入 4～ 8万円の階層

月間収入 76,600円

月間支出 45,400円
月間支出 76,600円

月間実収入 8～16万円の階層

月間収入 127,000円

月間実収入16万円以上の階層

月間収入 261,000円

月間支出 126,000円

月間支出 257,000円

(労働統計年報から作成)
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(所得格差年報から作成)

年間収入は1969年11月30日以前1年間の勤め先からの収入、営業収

益、内職収入、その他(預貯金利子、株式配当金、仕送り金、家賃、恩給、

年金など)などをふくむ税込み収入である。ただし事業税、事業用資産の

固定資産税など営業上の経費をのぞき、また生命保険の取金、貯金引出し、

住宅・土地の売却による入金をふくまない。

貯蓄は種類別に、負債は目的別に区分した。

〔資料〕

1．総理府統計局，昭和44年全国消費実態調査報告第7巻貯蓄編

2．労働省，第27回労働統計年報，1974

3.所得規模の構成比

1974年7月1日現在の所得者は3467万7000人、課税対象所得額は47

兆856億円、所得者1人当り年間所得(市町村民税の課税標準額)は135.8

万円である。

所得者の内訳は、給与所得者84.3％、営業所得者7.1％、農業所得者2.5％、

その他の事業所得者2.4％、その他の所得者1.9％、分離課税をした者1.8％

である。

課税対象所得額の内訳は、 給与所得 72.2％、分離課税をした所得

14.1％、営業所得6.8％、農業所得1.6％、その他の事業所得2.9％、その他

の所得2.3％である。

全国の所得規模の構成比は、市町村民税の課税標準額が50万円未満

51.1％、50～150万円39.8％、150万円以上9.1％で、所得者の約半数は低所

勤労者1世帯の1ヶ月あたり

収入と支出の推移

勤労者1世帯あたり

貯蓄と負債の推移

(労働統計年報から作成) (労働統計年報から作成)

勤労者の1世帯あたりの貯蓄と負債の割合(1974)

年間収入60万円未満

貯蓄現在高 322,600円

年間収入60～120万円

貯蓄現在高 653,300円

負債現在高 46,100円 負債現在高 123,400円

年間収入120～250万円

貯蓄現在高 1,464,000円

年間収入250万円以上

貯蓄現在高 4,004,200円

負債現在高 280,200円
負債現在高 739,500円

(労働統計年報から作成)

得の階層に属する。

所得者1人あたり所得金額の全国平均をうわまわる都府県は、埼玉、千

葉、東京、神奈川、愛知、京都、大阪、兵庫、奈良の各県で、これらのう

ち東京都が最高額の162.4万円である。

〔凡例と作図の要点〕

所得者とは、1974年7月1日現在の市町村民税の納税義務者数である。

課税標準額とは、課税対象額から各種の所得控除額を差引いた金額であ

る。

課税対象所得額とは、給与所得の場合は年間総給与額から給与所得控除

額を差引いた金額で、給与所得以外の場合は必要経費を差引いた金額であ

る。

課税標準額の区分は、所得者のほぼ半数 (51.1％)が50万円未満である

こと、1974年の所得者1人当り平均が135.8万円であることなどを考慮し

て、50万円未満、50万円以上150万円未満、150万円以上の3つに区分し

た。

〔資料〕

1.都道府県資料

2.市町村税務研究会，50年版所得格差年報

市町村別の所得規模の構成比 (1974)

所得規模は市町村民税の
課税標準額による

(自治省資料から作成)

納税義務者数および課税対象所得額の割合(1974)

納税義務者1人あたり所得額 (1974)

1:19,000,000

(所得格差年報から作成)
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勤労者の 1世帯あたり収入と支出

勤労者の1世帯あたり収入と支出 勤労者の1世帯あたり収入と支出

勤労者の1世帯あたり収入と支出勤労者の1世帯あたり収入と支出

(1969)

(1969)(1969)

月間実収入 4万円未満の階層 月間実収入 4万円～ 8万円の階層

月間実収入16万円以上の階層月間実収入 8万円～16万円の階層

月 間 収 入

月 間 支 出

収 入 支 出

勤め先収入

事業・内職収入

その他の実収入

実収入以外の収入

食料費

住居・光熱費

被服費

非消費支出

実支出以外の支出

(月間収入および支出は 9～11月の平均)
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68.2

1:8,000,000
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勤労者の1世帯あたり貯蓄と負債

年間収入60万円未満の階層

郵便局・銀行など

生命保険

貸付信託・債券

株式・投資信託・
その他

住宅・土地購入

その他

40％未満

40％以上60％未満

60％以上80％未満

80％以上100％未満

100％以上150％未満

150％以上

勤労者の 1世帯あたり貯蓄と負債

年間収入60～120万円の階層

年間収入250万円以上の階層年間収入120～250万円の階層

勤労者の 1世帯あたり貯蓄と負債勤労者の 1世帯あたり貯蓄と負債

勤労者の 1世帯あたり貯蓄と負債

貯 蓄 現 在 高

負 債 現 在 高

貯 蓄 負 債

年間収入に対する貯蓄現在高の比率
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市町村民税の課税標準額による所得者の構成比
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